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 電気事業法第 33 条の 2 第 1 項前段の規定による災害時連携計画を変更したので、電気事業法

第 33 条の 2 第 1 項後段の規定により届け出ます。 

 

変更事項 別添 9 Ⅰ．需給ひっ迫時の需給状況の改善に関する手順 

３．追加供給力対策の発動手順 

変更前 需給ひっ迫時の需給状況改善のための追加供給力対策発動に関する

各一般送配電事業者および広域機関間の連携等について基本的な

考え方を定める。(注 3) 

 

(注 3)  沖縄エリアは連系線が無いため 、エリア予備力に基づき追加

供給力対策を実施する。 

変更後 需給ひっ迫時の需給状況改善のための追加供給力対策発動に関する

各一般送配電事業者および広域機関間の連携等について基本的な

考え方を定める。(注 3) 



 

(注 3)  沖縄エリアは連系線が無いため 、エリア予備力に基づき追加

供給力対策を実施する。 

 

変更の理由 2024 年度の制度変更（容量市場）の反映 

(1)発動指令電源の発動

　①発動指令電源の発動判断

　（実需給の5時間前を目安に判断）

　②発動指令電源の発動

　(実需給の3時間前までに発動)

　③広域予備率の更新

(2)電気の供給指示・ＯＰ運転

　①電気の供給指示・ＯＰ運転の発動判断

　（実需給の1時間30分前を目安に判断）

　②電気の供給指示・ＯＰ運転の発動

　③広域予備率の更新

一般送配電事業者 広域機関

広域予備率演算

広域予備率8%未満のコマあり 公表

余力情報の作成

余力情報の提出 受信

算出結果の連絡

発動指令する

エリア・グループ数・時間帯を決定

広域予備率演算

公表

広域予備率8%未満のコマあり

電気の供給指示・ＯＰ運転を

調整電力計画に反映

受信

発動指令電源を発動し、報告

調整電力計画に反映

調整電力計画受信

発電事業者より発動指令を

反映した計画を受信

電気の供給指示・ＯＰ運転指令

広域予備率演算

公表

調整電力計画受信

受信

電気の供給指示実施の連絡 受信

(3)電気の供給指示・ＯＰ運転の早期解除

　①電気の供給指示・ＯＰ運転の早期解除

　　可否判断

　（実需給の2時間30分前を目安に判断）

　②広域予備率の更新（解除判断）

　③電気の供給指示・ＯＰ運転の早期解除

　（実需給の1時間30分前を目安に解除）

　④広域予備率の更新（解除後）

一般送配電事業者 広域機関

広域予備率12%以上

電気の供給指示により供給力を計上したコマが連続5コマ以上の場合のみ

電気の供給指示・ＯＰ運転を解除

した場合の調整電力計画の作成

広域予備率演算

調整電力計画受信

広域予備率8%未満のコマ確認 公表

電気の供給指

示・ＯＰ運転

解除

電気の供給指

示・ＯＰ運転
継続

広域予備率演算

公表

調整電力計画に反映

調整電力計画受信

8%未満あり8%未満なし

電気の供給指示解除の連絡 受信



 

変更事項 別添 9 Ⅰ．需給ひっ迫時の需給状況の改善に関する手順 

３．追加供給力対策の発動手順 

変更前 （１） 電源 I’の部分発動 

①電源 I’の発動グループ作成 

一般送配電事業者は、あらかじめ調達した電源 I’について、kWh 

価格の差が小さくなるような 2 グループを構成する。 

②電源 I’（1 グループ目）の発動判断（実需給の 3 時間 30 分前ま

で） 

広域予備率が 8%を下回る場合、当該広域ブロック内の全エリアの

一般送配電事業者は電源 I’（1 グループ目）の発動を実需給の 3 

時間 30 分前までに判断する。なお、発動対象となるグループは輪

番制とする。 

③電源 I’（1 グループ目）の発動 

電源 I’（1 グループ目）の発動を決定した場合、各一般送配電事

業者は発動量を次の調整電力計画送信の際に反映する。各一般送

配電事業者は、電源 I’（広域調達分を除く）の発動時間帯と発動量

を広域機関に電話にて報告する。 

④広域予備率の更新 

一般送配電事業者は、広域機関システムにて演算された広域予

備率を受信する(自動処理)。 

②’電源 I’（2 グループ目）の発動判断（実需給の 3 時間前まで） 

広域予備率が 8%を下回る場合、当該広域ブロック内の全エリアの

一般送配電事業者は電源 I’（2 グループ目）の発動を実需給の 3 

時間前までに判断する。 

③’電源 I’（2 グループ目）の発動 

電源 I’（2 グループ目）の発動を決定した場合、各一般送配電事

業者は発動量を次の調整電力計画送信の際に反映する。各一般送

配電事業者は、電源 I’（広域調達分を除く）の発動時間帯と発動量

を広域機関に電話にて報告する。 

④’広域予備率の更新 

一般送配電事業者は、広域機関システムにて演算された広域予

備率を受信する(自動処理)。 

 

（注意事項）電源I’の広域的調達分については、各一般送配電事業

者による電源 I’発動後、属地エリアの調整力として、広域需給調整



により空容量の範囲内で送電。 

 

（２）電源ⅡＯＰ運転 

一般送配電事業者は、電源 I’部分発動と同様、広域予備率 8%を下

回るおそれがある場合には、8%を上回るように電源ⅡＯＰ運転を実施す

る。 

変更後 （１） 発動指令電源の発動 

一般送配電事業者は、容量市場で全国一括確保した発動指令電源

について、各グループの発動量等が可能な範囲で同等となるような構

成で 2 グループを作成する。 

①発動指令電源の発動判断（実需給の 5 時間前を目安に判断） 

広域予備率が 8%未満となる場合、当該広域ブロック内の全エリア

の一般送配電事業者は実需給の 5 時間前時点の発電事業者計画

を用い発動指令電源の余力情報を作成し、広域機関に提出する。そ

の後、広域機関から発動指令を行うエリア・グループ数および時間帯

の連絡を受ける。 

②発動指令電源の発動（実需給の 3 時間前まで） 

広域機関が選定した発動指令電源のグループを有する当該広域ブロ

ック内の一般送配電事業者は、実需給の 3 時間前までに発動指令電

源の発動を指令し、発動が完了したことを広域機関に報告する。 

③広域予備率の更新 

一般送配電事業者は、発動指令を受けた各発電事業者が提出した発

電計画・需要抑制計画を広域機関から受信し、調整電力計画に反映

する。その後、広域機関が算出した広域予備率を受信する(自動処

理)。 

 

（２）電気の供給指示・ＯＰ運転 

①電気の供給指示・ＯＰ運転の発動判断（実需給の 1 時間 30 分前

を目安に判断） 

実需給の 1 時間 30 分前の広域予備率が 8%未満となった場合、当

該広域ブロック内の全一般送配電事業者は、発電事業者に対しＧＣ

以降に電気の供給指示およびＯＰ運転の発動を判断する。 

②電気の供給指示・ＯＰ運転の発動（ＧＣ後） 

当該広域ブロック内の全一般送配電事業者は、原則、広域予備

率 8%未満の連続コマの最初のコマのＧＣ直後に一斉指令し、電気の

供給指示後速やかに広域機関に電気の供給指示実施を報告する。 



③広域予備率の更新 

広域予備率 8%未満の同一広域ブロック内の全一般送配電事業者

は、発動判断後、調整電力計画に電気の供給指示・ＯＰ運転を反映

する。その後、広域機関が算出した広域予備率を受信する（自動処

理）。 

 

（３）電気の供給指示・ＯＰ運転の早期解除 

電気の供給指示として供給力を計上したコマが 5 コマ以上連続の場

合、かつ広域予備率が 8%以上に回復が見込まれる場合には電気の供

給指示・ＯＰ運転の早期解除が可能となる。 

①電気の供給指示・ＯＰ運転の早期解除可否判断（実需給の 2 時間

30 分前を目安に判断） 

電気の供給指示を発動した一般送配電事業者は、実需給の 2 時

間 30 分前の広域予備率が 12%以上の場合、電気の供給指示・ＯＰ

運転の早期解除を判断する。 

②広域予備率の更新（解除判断） 

電気の供給指示を発動した一般送配電事業者は、広域予備率

12%以上かつその他需給上の懸念がなく早期解除可能と判断した場

合、実需給の 2 時間前時点の発電事業者計画にもとづく調整電力

計画から電気の供給指示・ＯＰ運転の供給力を控除し、広域機関に

送信する。その後、広域機関が算出した広域予備率を受信する（自

動処理）。 

③電気の供給指示・ＯＰ運転の早期解除（実需給の 1 時間 30 分前

を目安に解除） 

電気の供給指示を発動した一般送配電事業者は、実需給の 1 時

間 30 分前の広域予備率が 8%以上に回復する場合、電気の供給指

示・ＯＰ運転を早期解除する。（8%未満の場合は電気の供給指示・Ｏ

Ｐ運転は継続となるため、控除した供給力を再計上した調整電力計

画を広域機関に送信する。） 

電気の供給指示・ＯＰ運転を解除した一般送配電事業者は、解除

後速やかに広域機関に電気の供給指示の解除を報告する。 

④広域予備率の更新（解除後） 

供給指示・ＯＰ運転を発動した一般送配電事業者は、実需給の 2

時間前時点の発電事業者計画にもとづく調整電力計画から供給指

示・ＯＰ運転の供給力を控除し、広域機関に送信する。その後、広域

機関が算出した広域予備率を受信する（自動処理）。 



変更の理由 2024 年度の制度変更（容量市場）の反映 

 

 備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

２ 必要に応じて、詳細資料を添付すること。 


